
  

 

（介護予防）短期入所生活介護（従来空床型） 

（契約書別紙兼重要事項説明書） 

1. 事業の目的 

(1) 要介護者に対し、適正な短期入所生活介護サービス（以下「短期入所サービス」とい

う。）を提供することを目的とします。 

(2) 要支援者に対し、適正な介護予防短期入所生活介護サービス（以下「介護予防短期入

所サービス」という。）を提供することを目的とします。 

  

2. 運営の方針 

(1) 短期入所サービスの運営の方針は次のとおりです。 

① 事業所は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生

活上の世話及び(日常生活動作において)機能訓練を行うことにより、利用者の心

身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとし

ます。 

② 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った短期入

所サービスの提供に努めるものとします。 

③ 事業所は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支

援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めるものとします。 

④ 事業所は、適切なユニットケアを行うことにより利用者と職員が同じ人間として

関わり合い、家庭にいるような居心地のよい環境づくりに努めるものとします。 

(2) 介護予防短期入所サービスの運営の方針は次のとおりです。 

① 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の支援及び(日

常生活動作において)機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復

を図ることをもって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

② 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った介護予

防短期入所サービスの提供に努めるものとします。 

③ 事業所は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、地域包括支

援センター、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。 

④ 事業所は、適切なユニットケアを行うことにより利用者と職員が同じ人間として

関わり合い、家庭にいるような居心地のよい環境づくりに努めるものとします。 

 
3. 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(1) 事業者は管理者及び従業員を次のとおり配置し、職務内容を次により定めます。 

① 管理者   １人 

職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、

事業所の運営に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。 
② 医師   １人以上 

利用者の健康管理及び療養上の指導を行うとともに、事業所の衛生管理等の指導

を行う。 



  

③ 生活相談員   １人以上 

利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよ

う事業所内のサービスの調整、介護計画の作成、関係機関との連携調整を行う。 

④ 看護職員   常勤換算方法で２人以上 

利用者の健康管理を行い、必要に応じて家族、かかりつけ医と連絡をとり、適切

な対応を行うと共に施設の衛生管理等の業務を行う。 

⑤ 介護職員   常勤換算法で１５人以上 

（介護予防）短期入所生活介護計画に基づき、利用者の入浴、排泄、食事等の介

護など利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

支援を行う。 
⑥ 機能訓練指導員   １人以上 

（介護予防）短期入所生活介護計画に基づき、利用者が心身の状況等に応じて日

常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。 

⑦ 管理栄養士   １人以上 

利用者の栄養や心身の状況及び嗜好を考慮した献立の作成及び栄養指導を行うと

ともに、栄養管理関係書類の整備及び食品衛生法の定めるところによる衛生管理

を行う。 
(2) 前項に定めるもののほか、事業所の運営上、必要な職員を置くものとする。 

(3) 職員の勤務体制 

職 種 

員         数 

常     勤 非  常  勤 
計 

専 任 兼 務 専 任 兼 務 

管 理 者  １人   １人 

医 師    １人以上 １人以上 

生 活 相 談 員 １人以上    １人以上 

看 護 職 員 ２人以上    ２人以上 

介 護 職 員 １４人以上  １人以上  １５人以上 

機能訓練指導員  １人以上   １人以上 

管 理 栄 養 士  １人以上   １人以上 

合 計 １６人以上 ３人以上 ２人以上 １人以上 ２２人以上 

 

4. 利用定員 

(1) 本体の指定介護老人福祉施設に空床があった場合で、当該空床の利用が可能な場合は、

（介護予防）短期入所サービスに利用できるものとします。この際の利用定員は４０

人とし、居室の種類と室数は次のとおりとします。 

①  従来型個室       １６室 

②  従来型多床室（２人部屋）１２室 

 

 

 

 

 

 



  

(2) 設備の概要 

定 員 ４０人   

設 備 の 種 類 室数または箇所数 備    考 

居 室 

従来型 個 室 １６室 

１人あたり面積10.65㎡以上 従来型 多床室 １２室 

計 ２８室 

静  養  室 １室  

個 別 浴 室 ４室 個浴１,機械個浴３ 

特 別 浴 室 １室  

洗 面 設 備 ４８カ所 各居室にも１カ所は設置 

便     所 １７カ所 １階共有スペースに車椅子トイレ１カ所 

医  務  室 １室  

食堂・機能訓練室 ４室 各ユニットに１室（面積42.44㎡／１室） 

 

 

5. 指定短期入所生活介護の内容 

(1) 短期入所サービスの内容は、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、

食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教養又は娯

楽に係る活動の機会の提供、送迎とし、サービスの提供に当たっては、次の点に留意

するものとします。 

① 短期入所サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当、

適切に行うものとします。 

② 短期入所サービスは、居宅介護支援事業者等と連携をとること等により利用者の

心身の状況を把握し、これらを踏まえ、また、相当期間以上にわたり継続して入

所することが予定される利用者については、サービスの目標及び当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容を記載した短期入所生活介護計画を作成し、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとします。 

③ 職員は、短期入所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

うものとします。 

④ 事業所は、短期入所サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者

の行動を制限する行為を行わないものとする。なお、緊急やむを得ず身体的拘束

等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録するものとします。 

⑤ 事業所は、自らその提供する短期入所サービスの質の評価を行い、常にその改善

を図るものとします。 
(2) 介護予防短期入所サービスの内容は入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上

の支援、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教

養又は娯楽に係る活動の機会の提供、送迎とし、サービスの提供に当たっては、次の

点に留意するものとします。 

① 介護予防短期入所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、利用者の心身の



  

状況等を踏まえ、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとします。 

② 介護予防短期入所サービスは、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービ

ス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況及び日常生活

全般の状況を的確に把握し、これらを踏まえ、又、相当期間以上にわたり継続し

て入所することが予定される利用者については、介護予防短期入所生活介護計画

を作成し、その目標を設定し、計画的に行うものとします。 

③ 介護予防短期入所サービスの提供に当たっては、利用者がその有する能力を最大

限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるとともに、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ること、その他の様々な方法により、利

用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めるものとします。 

④ 職員は、介護予防短期入所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとします。 

⑤ 事業所は、介護予防短期入所サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。なお、緊急やむを得

ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない記録するものとします。 

⑥ 事業所は、自らその提供する介護予防短期入所サービスの質の評価を行うととも

に、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとし

ます。 

 
具体的なサービスの内容は次のとおりです。 

サービスの種類 内       容 

 食 事 の 提 供  栄養及びご利用者の身体状況に配慮したバラエティーに富んだ

食事を提供します。また、食事はできるだけご本人の生活パター

ンに合わせて食べていただけるようにいたします。 

《 食 事 時 間 》 

朝 食 概ね   ８：００～ 

昼 食 概ね  １２：００～ 

夕 食 概ね   １８：００～ 

 排 泄 の 介 助  ご利用者の心身及び排泄の状況に応じて、適切な排泄介助を行

います。また、おむつを使用される方については、その心身の状

況に適したものを提供し、適切に交換を行います。 

 入 浴 の 介 助  ご利用者の心身の状況に適した入浴介助を行います。また、体

調等で入浴が困難な際は清拭を行うなど清潔保持に努めます。 

 日常生活上のお世話  ご利用者の心身の状況に応じた、離床、着替え、整容等の日常

生活上のお世話を適切に行います。 

 健 康 管 理  常にご利用者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のた

めの適切な措置を講じます。また、ご利用者の主治医との連携に

努めます。 



  

相 談 及 び 援 助  ご利用者の心身の状況や置かれている環境等の把握に努め、ご

利用者やご家族からの相談に適切に応じると共に、必要な助言そ

の他の援助を行います。 

送 迎  リフト付き送迎車等でご自宅への送迎を行います。 

レクリエーション活動  ご利用者に楽しみのある時間を過ごしていただけるよう必要に

応じてレクリエーション等を提案いたします。 

 

6. 利用料その他の費用の額 

サービスの利用料は厚生労働大臣が定めた告示上の基準の額とし、サービスが法定代

理受領サービスである場合には、法に定める利用者負担割合による額が利用料となり

ます。 
原則として下記のとおりです。但し、利用者負担軽減制度等の対象者である場合は、

その認定に基づいた負担額となります。尚、（１）利用者負担金の①基本利用料、②

加算、③減算を合わせた金額に、「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」として１４．０

％の金額が加算となります。 

 

(1) 利用者負担金 

  サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の①基本

利用料、②加算、③減算を合わせた金額の介護保険負担割合証に基づき１割、２割また

は３割の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合

は、基本利用料及び加算の全額をご負担いただきます。 

 

① 基本利用料 （※単位数に10.17を乗じ、小数点以下を切り捨てた金額になってお

ります。） 

［従来型個室・多床室］(１日につき)     ≪要支援連続31日目～、要介護連続61日目～≫ 

 
 
 
 
 
 

② 加   算 （※単位数に10.17を乗じ、小数点以下を切り捨てた金額になってお

ります。） 

加算の種類 加算の要件 単位数 加算額 

要介護度 単位数 
基本利用料 

単位数×10.17 

利用者負担金 

(自己負担１割の場合) 

要支援１ ４５１ ４，５８６円 ４５９円 

要支援２ ５６１ ５，７０５円 ５７１円 

要介護１ ６０３ ６，１３２円 ６１３円 

要介護２ ６７２ ６，８３４円 ６８３円 

要介護３ ７４５ ７，５７６円 ７５８円 

要介護４ ８１５ ８，２８８円 ８２９円 

要介護５ ８８４ ８，９９０円 ８９９円 

単位数 
基本利用料 

単位数×10.17 

利用者負担金 

(自己負担１割の場合) 

４４２ ４，４９５円 ４５０円 

５４８ ５，５７３円 ５５７円 

５７３ ５，８２７円 ５８３円 

６４２ ６，５２９円 ６５３円 

７１５ ７，２７１円 ７２７円 

７８５ ７，９８３円 ７９８円 

８５４ ８，６８５円 ８６９円 



  

基本利用料 
利用者負担金 

(自己負担１割の場合) 

機能訓練体制加算 

専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る常勤の理学療法士等を配置した場

合         (１日につき) 

１２ １２２円 １２円 

看護体制加算Ⅰ(イ) 当該加算の体制・人材要件を満たす

場合        (１日につき) 

※各加算の要件を満たせば、それぞれの加

算を同時算定(入所定員が３０人以上５０

人以下はⅠ(イ)とⅡ(イ)、５１人以上はⅠ

(ロ)とⅡ(ロ))することが可能 

６ ６１円 ６円 

看護体制加算Ⅰ(ロ) ４ ４０円 ４円 

看護体制加算Ⅱ(イ) １３ １３２円 １３円 

看護体制加算Ⅱ(ロ) ８ ８１円 ８円 

夜勤職員配置加算Ⅰ 

(ユニット型以外) 
当該加算の体制・人材要件を満たす

場合        (１日につき) 

 

※各加算の要件を満たせば、それぞれの加

算を同時算定(ユニット型以外は加算Ⅰと

Ⅲ、ユニット型は加算ⅡとⅣ)することが

可能 

１３ １３２円 １３円 

夜勤職員配置加算Ⅱ 

(ユニット型) 
１８ １８３円 １８円 

夜勤職員配置加算Ⅲ 

(ユニット型以外) 
１５ １５２円 １５円 

夜勤職員配置加算Ⅳ 

(ユニット型) 
２０ ２０３円 ２０円 

送迎加算 送迎を行った場合  (片道につき) １８４ １，８７１円 １８７円 

緊急 

短期入所受入加算 

要件を満たした上で緊急の受入を行

った場合[７日(やむを得ない事情がある

場合は14日)を限度]   (１日につき) 

９０ ９１５円 ９２円 

療養食加算 
厚生労働大臣が定める療養食を提供

した場合（１日につき３回を限度） 
８ ８１円 ８円 

生産性向上推進 

体制加算Ⅰ 
見守り機器等のテクノロジーを導入

し効果を示すデータの提供を行って

いる場合      (１月につき) 

１００ １，０１７円 １０２円 

生産性向上推進 

体制加算Ⅱ 
１０ １０１円 １０円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 
当該加算の体制・人材要件を満たす

場合[当該加算は区分支給限度額の算定対

象からは除かれます。] 

(１日につき) 

 

※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 

２２ ２２３円 ２２円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 
１８ １８３円 １８円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 
６ ６１円 ６円 

※従来空床型の為、看護体制加算は特養の加算と同様に、夜勤職員配置加算はユニット型

以外となります。 

 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

[当該加算は区分支給限度額の算定対象か

らは除かれます。] 

(１日につき) 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種 

加算減算)の14.0％ 
左記額の1割 

介護職員等 １月の利用料金 



  

処遇改善加算Ⅱ  

※加算Ⅰ～Ⅴのいずれか１つを算定する。 

(基本部分＋各種 

加算減算)の13.6％ 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅲ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種 

加算減算)の11.3％ 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅳ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種 

加算減算)の9.0％ 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅴ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種 

加算減算)の12.4～4.7％ 

 
③ 減   算 （※単位数に10.17を乗じ、小数点以下を切り捨てた金額になってお

ります。） 

［従来型個室・多床室］ 

減算の要件 介護度 単位数 

減算額 

基本利用料 
利用者負担金 

(自己負担１割の場合)

連続31日以上60日まで短期入所生活 

介護を行った場合  (１日につき) 
要介護１～５ ▲３０ ▲３０５円 ▲３１円 

＊要件を満たすものだけ、基本利用料に加算・減算されます。 

※上記の基本利用料及び加算・減算は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、こ

れが改定された場合は、上記の基本利用料及び加算・減算も自動的に改訂されます。

なお、その場合は、事前に新しい利用料を書面でお知らせします。 

※当事業所の所在地である新潟市が地域区分７等級に該当するため、基本利用料、加

算・減算については１ヶ月分の合計単位数に10.17円を乗じるので端数処理により差額

が生じる場合がございます。 

 

(2) その他の費用は次のとおりとします。 

次の費用を利用者負担金としていただきます。但し、負担限度額認定を受けている

場合には、認定証に記載してある負担額をいただきます。 

① 食 費  朝食１食につき    ４７５円 

昼食１食につき    ６５０円 

夕食１食につき   ６５０円 
① 滞在費  １日につき （従来型個 室）    １，５２１円 

（従来型多床室）  １，１８５円 

② おやつ代 １日につき（希望制）   １００円 

③ 電気使用料 １日につき１電化製品 

(※居室内のテレビ視聴希望の方含む)  １００円 

④ 理美容代 (カット、カラー、パーマ等)      実 費 

⑤ 医療材料費 (吸引カテーテル・シリンジ等)     実 費 

⑥ 特別な食費 ご希望により特別な食事を 

提供した場合には、それに要した費用   実 費 

⑦ レクリエーション時にかかった費用（外出行事等）   実 費 



  

⑧ その他日常生活上の便宜に係る費用     実 費 

(3) 前(1)利用者負担金及び(2)その他の費用に定める額の徴収に際しては、あらかじめ利

用者又はその家族に対して当該サービスの内容及び費用について文書により説明を行

い、同意を得るものとする。 

(4) その他、新たに費用の徴収が必要となった場合及び変更となった場合等は、その都度、

利用者又はその家族に対して説明し、同意を得るものとする。 

(5) 支払い方法 

お支払い方法は【契約書】のとおりです。 

 

7. 通常の送迎の実施地域 

通常の送迎を実施する地域は次のとおりです。 

新潟市東区及び中央区・北区・江南区の一部(要相談) 

 

8. サービス利用に当たっての留意事項 

利用者は、サービスの利用に当たっては、次の事項に留意して下さい。 

① 事業所内での政治活動、宗教活動はご遠慮ください。 

② 事業所に危険物を持ち込まないで下さい。また、迷惑行為(暴力・騒音・他者の居

室への侵入等)はご遠慮ください。 

③ 貴重品の管理に注意して下さい。貴重品に関するトラブルは一切責任を負いませ

ん。 

④ 事業所の居室、共同施設、共同設備及び敷地をその本来の用途に従って利用して

下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合には、賠償していただく

ことがあります。 

⑤ 事業所及び事業所の設備を故意に滅失、破損、汚損し、または無断で仕様変更し

ないで下さい。これにより損害等が生じた場合には、賠償していただくことがあ

ります。 

⑥ 利用者相互の親睦を図り、施設内の風紀秩序の維持に努めること。 

⑦ 火気の取り扱いに注意して下さい。 

⑧ 外出又は外泊する場合は、必ず行先と帰所予定日時を職員に申し出て下さい。 
 

9. 緊急時等における対応方法 

(1) 指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護実施中に利用者の病状、状

態に急変その他の緊急事態の生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行

うこととします。主治医に対する連絡が困難である場合には、協力病院等への緊急搬

送の処置を講じることとします。 

主治医 

主治医氏名 
 

連絡先 
（ＴＥＬ） 

 

ご家族 

氏  名 
 

連絡先 
（ＴＥＬ） 

 



  

ご家族 

氏  名 
 

連絡先 
（ＴＥＬ） 

 

協力 
医療機関 

名   称 住   所 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 新潟市東区竹尾4-11-5 

緊急時希望の 
医療機関 

名   称 住   所 

  

木戸病院以外の個別受診は、原則施設を中心とした半径2Km圏内とさせていただきます。 

(2) 利用についてのお願い 

① 複数の方が同時にサービスを利用されますので、周りの方のご迷惑にならないよ

う風邪症状等を感じたら直ちに職員にお申し出下さい。 

② 体調の変化などでサービスを利用できなくなった時は、できる限り早めに当事業

所（電話番号２７１－７７００）までご連絡下さい。 

 

10. 非常災害対策 

(1) 管理者は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改

善を図り、利用者の安全に対して万全を期します。 

(2) 前項の実施について、少なくとも年２回以上の避難訓練を実施します。 

(3) 施設は医療機関、他の社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における連携及び協力

関係を構築するよう努めます。 

 
11. 虐待の防止のための措置に関する事項 

 管理者は、虐待発生の防止に向け、本条各号に定める事項を実施するものとします。 
また、管理者はこれらの措置を適切に実施するための専任の担当者とします。 

(1) 施設では虐待防止委員会を設ける。その責任者は管理者とします。 

(2) 虐待防止検討委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の

相談・報告体制、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討等を行い 

ます。なお、本虐待防止検討委員会は、場合により他の委員会と一体的に行うほか、

テレビ会議システムを用いて実施します。 

(3) 職員は年２回以上、虐待発生防止に向けた研修を受講します。 

(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関 係

消防計画 届出日 平成２５年８月１日 

防火訓練 
訓 練 の 種 類 避難訓練 通報訓練 消火訓練 

実施回数（１年につき） ２回 ２回 ２回 

防災設備 

 避難階段 
 避難口 
 防火扉 
 屋内消火栓 
 スプリンクラー 

２ヵ所 
８ヵ所 

１２ヵ所 
１６ヵ所 

有 

自動火災通報設備 
非常通報装置 

非常警報装置 

誘導灯及び誘導標識 

非常電源設備 

有
有

有

３０ヵ所

有

カーテン、布製ブラインド等の防火性能 適合



  

者に報告を行い、事実確認のために協力します。又、当該事案の発生の原因と再発防

止策について、速やかに虐待防止検討委員会を行う、再発防止に努めます。 

 

 

◎その他運営に関する重要御事項は以下の通りとなります 
12．業務継続計画の策定 

(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じま

す。 
(2) 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 
(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとします。 

 
 
13．衛生管理等 

(1) 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備、食材及び飲用に供する水等に

ついて、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

また、医薬品及び医療用具の管理についても、適正な管理を行います。 

(2) 事業所は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延防止をするために、以下の

措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底を図ります。 

 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③ 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練をそれぞれ定期的に実施します。 

 

 

14．事故発生時の対応 

(1) 事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護等の提供により事故が発生した場合

は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連

絡するとともに、必要な措置を講じます。 

(2) 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録します。 

(3) 事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護等の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 
 
 
 
15．苦情処理等 

(1) 事業者は、提供した指定短期入所生活介護等に対する利用者又はその家族からの苦情



  

に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する等、必要な措置を講ずるものと

します。 

 

苦 情 受 付 窓 口 事務所 025－271-7700 

苦情受付担当者 生活相談員 串田裕子 

苦情解決責任者 管理者 立石浩介 

第 三 者 委 員 
保苅恵子 

飯島美智子 

025-273-5697 

025-273-2151 

 

 

(2) 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとします。 

(3) 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会（以下「市等」とい

う。）から文書の提出等を求められた場合は、速やかに協力をし、市等から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行います。 

(4) 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告します。 
(5) 当施設に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦 情 受 付 機 関 連絡先(電話番号) 

新潟県社会福祉協議会 

運営適正化委員会 
０２５－２８１－５６０９ 

新潟市福祉部介護保険課 ０２５－２２６－１２７３ 

東区役所健康福祉課 

高 齢 介 護 係 
０２５－２５０－２３２０ 

新潟県国民健康保険団体連合会  ０２５－２８５－３０２２ 

 
 
16．秘密保持 

(1) 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしま

せん。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とします。 
(2) 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に

明記します。 
(3) 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使

用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとします。 

 
 
17．地域との連携 

(1) 事業者は、事業所の運営に当たって、地域住民又はボランティア団体等との連携及び

協力を行い、地域との交流に努めます。 

 



  

 
18．職員の研修 

(1) 事業所は、職員の資質向上を図るための研究又は研修の機会を設け、適切かつ効率的

に指定短期入所生活介護等を提供できるよう、職員の勤務体制を整備します。 
(2) 事業所は、次の各号に定める研修を実施します。 

① 採用時研修 採用後４ヶ月以内に実施 
② 継続研修 年１回以上 

(3) 事業所は、全ての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険

法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じます。 
(4) 事業所は、必要と認める場合は、前２項に掲げる研修のほかに、研修を実施します。 
 

19．記録の整備 

(1) 事業所は、利用者に対する指定短期入所生活介護等の提供に関する各号に掲げる記録

や職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

ます。 

① 短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画 

② 供した具体的サービス内容等の記録 

③ 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由 

④ 利用者に関する市町村への報告等の記録 

⑤ 苦情の内容等に関する記録 

⑥ 事故の状況及び事故に対する処置状況についての記録 

 

20．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

評価機関による評価の受審はありません。 



  

契約書別紙兼重要事項説明書を２通作成し、利用者及び事業者記名の上、それぞれ１部ず

つを保有します。 

 

令和   年   月   日 

 （介護予防）短期入所生活介護の提供開始にあたり、ご利用者に対して上記の通り説明

しました。 

 

 

        事業者 

         所 在 地   新潟市東区はなみずき２丁目３番７号 

         名 称    社会福祉法人亀田郷芦沼会 

         代表者職・氏名   理事長 渋 谷 薫 

 

 

         説明者職・氏名      生活相談員 

 

 

  

上記の内容について説明を受け、同意しました。また、この文書が契約書の別紙（一部）

となることについても同意します。 

 

        利用者 

         ご住所 

         お名前                                          

 

             （代理人） 

                  ご住所 

                  お名前                                          

 

 

 

 

（令和７年月９月８日改訂） 


